
《農地転用申請提出について》 

 

          

小俣町土地改良区 

     事務局 

℡ 0596-22-5010 

 

農地転用許可申請は、下記の書類を提出してください。 

申請受付後、協議完了まで１週間程要しますのでご了承ください。 

 

・農地転用等の通知書         ２部 

・誓 約 書             ２部           

・農地転用等協議完了証明書（意見書） ２部 

・地区除外申請書           ２部 

 

【添付書類】     

・位置図（住宅地図）         ２部 

・公図写               ２部 

  

※転用目的が住宅用地の場合は排水計画を提出して下さい。 

※当土地改良区排水路へ放流の場合は「雨水放流許可申請」が必要です。 

※転用に伴い車乗り入れ等、水路の加工が必要な場合は「加工申請書」も同時に提出して下さい。 

 

尚、農地転用事前協議完了書（証明書）の発行の時、転用決済金及び転用手数料をいただきます。 

 

◇ 農地転用決済金   １㎡当たり １００円 

 

◇ 農地転用協議完了証明書（交付）手数料 

１筆につき     ２，０００円 

 

 

 

 

  



農地転用等の通知書 

[ 第１号様式 ] 

 

 このたび小俣町土地改良区の地区に属する下記の農地につき、農地法   条の規定による転用許可申請をした

いので、地区除外処理規程第２条の規定に基づきこの旨を通知します。 

 ついては、同規程第３条の申入れ事項等については別途協議し第６条の規定による決済金、その他転用に伴う処

理に関し、必要な事項はご指示に従い別に契約書を差入れますから、「農地転用にかかる事前協議完了証明書」を交

付されたく申請します。 

 なお、農地法の許可を受け次第転用するので、土地改良区の地区から除外されたく申請します。 

    令和  年  月  日        

転用組合員  住所                          

              氏名                        ㊞ 

       転用関係者  住所                          

              氏名                        ㊞ 

       決済義務者  住所                          

              氏名                        ㊞ 

小俣町土地改良区 

理事長 山本  一行  様 

 

1. 転用申請する土地 

市町村 大字（町） 小  字 地  番 
地  目 地   積 

事    由 
台 帳 現 況 台  帳 転  用 

       ㎡  ㎡  

             

           

           

           

2. 位置図・公図写  （別紙とし、添付すること） 

3. 農業委員会（県知事）に(
転用許可申請書 

転 用 届 出 書)を提出しようとする日 令和    年    月    日  

（注）転用に係る土地が小作地である場合にあっては、当該土地所有者も転用関係者として連署すること。 

受付印 



[ 第１号様式の添付書類 ] 

誓  約  書 

 
令和  年  月  日付私等申出の貴土地改良区域内    町    番地外  筆（総数    ㎡）の 

農地転用に関し、農地法第   条の許可を受けるについては、下記事項を遵守することを誓約いたします。 

 

転用組合員  住所                          

              氏名                        ㊞ 

       転用関係者  住所                          

              氏名                        ㊞ 

       決済義務者  住所                          

              氏名                        ㊞ 

 令和   年    月    日 

小俣町土地改良区 

理事長  山本  一行  様 

記 

1. 小俣町土地改良区地区除外処理規程第 6 条による決済金は、貴土地改良区の支持される期限内に納入します。 

2. 農地転用に起因し、国費、県費等の補助金が返還を命ぜられたときは、当該地に担当する額につき決済義務者

において納付するとともに、貴土地改良区の事業計画に変更を生ずる場合は、原因者においてその増加費用額

を納付します。 

3. 当該土地が、将来小俣町土地改良区が行う土地改良事業に及ぼすと認められる場合には、全面的に協力します。 

4. 転用地内に現存する農業用施設については何等異議ありません。 

5. 転用地内に現存する農業用施設の地上、地下を問わず一切の構造物を築造いたしません。 

6. 転用農地内に現存する農業用施設を棄損したるときは、小俣町土地改良区の指示どおり速やかに原形に復旧す

ると共に損害補償の責に任じます。 

7. 転用農地内に現存する農業用施設が自然災害により破損し場合、又は自然破損した場合、それによって生じた

損害は何等異議申し立てしません。 

8. 転用地内に現存する農業用施設の維持管理を害さないための工事を施行します。 

9. 貴土地改良区の排水路に水質汚染の原因となる配水及び汚物等の投棄を致しません。 

10. 転用地の権利等を第三者に移転した後も上記事項は承継します。 

11. 境界について争議があった場合は当方にて解決します。 

12. 申請地の転用にあたり、当申請地内の既存用水施設については、転用後においても存続においても存続を認め

るとともに、損傷が生じた場合も転用に起因するものとし、当方において修復一切を行い、何等異議を申しま

せん。 

13. 当申請地を譲渡・貸与した後においても、当制約事項は当方において履行します。 

14. この制約に違背した場合は、如何なる処置に対しても異議ありません。 



［第 2 号様式］ 

農地転用等協議完了証明書（意見書） 

 

転用組合員  住 所                               

       氏 名                               

転用関係者  住 所                               

       氏 名                               

決済義務者  住 所                               

       氏 名                               

上記の者から、申し出のあった下記農地の転用許可申請を行うことについては、その転用に伴う当土地 

改良区との間に、権利義務の決済、その他必要な事項の処理に関して協議が完了したことを証明します。                                

 

令和   年   月   日 

                            小土改第      号  

                         伊勢市小俣町本町３番地 

小俣町土地改良区 

理事長  山本  一行    ㊞ 

農地の表示  

 

市町村 大字（町） 小  字 地  番 
地  目 地   積 

転 用 事 由 
台 帳 現 況 台  帳 転  用 

       ㎡  ㎡  

           

           

           

           

協 議 内 容 

 

 

 



［第 3 号様式］ 

地 区 除 外 申 請 書 

 

 

令和   年   月   日通知に係る土地につき、令和   年   月  日以降これを転用するので、小俣町

土地改良区から除外されたく申請する。 

 

令和  年  月  日 

 

転用組合員   住所 

 

                     氏名                ㊞ 

 

転用関係者   住所 

 

                     氏名                ㊞ 

 

 

 

小俣町土地改良区 

理事長  山本 一行 殿 

 

（注）第 1 号様式の注に同じ 


